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法務局イブニング登記相談会開催
　前橋地方法務局富岡支局では、７月１１日（木）と７月２５日（木）の

午後５時１５分から７時までの間、「法務局イブニング登記相談会」

を開設いたします。

　土地・建物の売買、相続、抵当権設定・抹消、土地の分筆・合筆、

地積更正、地目変更、建物の新築・増築、滅失等の不動産登記及び

土地の境界問題についてお気軽にご相談ください。

　平日の日中はお忙しく、法務局に来ることができない方は、ぜひ

相談にお越しください。

　事前予約も行いますので、相談を希望される方は前橋地方法務

局富岡支局までご連絡ください。

問い合わせ先　前橋地方法務局富岡支局　q６２－０４０４

不動産や会社の証明書の「かんたん証明書請求」を
ご存知ですか？

～事業主・労務管理のご担当者さまへ～
働き方・休み方改善コンサルタントをご活用ください

　自宅や会社のインターネットに接続しているパソコンから、土地、建物や会社等の登記事項証明書（い

わゆる「登記簿謄本」）等を請求することができます。事前に専用ソフトをインストールするなどの環境

設定をすることなく、ナビゲーション機能により操作が分かりやすい「かんたん証明書請求」によりご利

用いただけます。また、利用時間は午前８時３０分から午後９時まで請求でき、窓口で受領するか、指定さ

れた送付先に郵送します。

　手数料は窓口で受領する場合が１通４８０円、郵送の場合が１通５００円です。なお、手数料はインターネ

ットバンキング又はペイジー対応のATMによりお支払いいただきます。窓口で請求する場合（１通６００

円）よりも安くなっていますので、便利でお得な「かんたん証明書請求」をぜひご利用ください。

　詳しくは登記・供託オンライン申請システムのホームページ（アドレス：http://www.touki-

kyoutaku-net.moj.go.jp/）の「かんたん証明書請求」をご覧ください。

ご不明な点は前橋地方法務局富岡支局（６２－０４０４）へお尋ねください。

　下記ようなお悩みや労務管理の疑問点について、働き方・休み

方改善コンサルタントがアドバイスや資料の提供を無料で行い、

解決のお手伝いをさせていただきます。

　個別訪問を希望される事業主・労務管理のご担当者は、群馬労

働局労働基準部監督課（q０２７－２１０－５００３）にお問い合わせくだ

さい。

法務局からのお知らせ

・ワークライフバランスを考えたい

・無駄な残業を減らしたい

・実態にあった労働時間制にしたい

・休日出勤をさせないと業務が終わらない

・時間単位の年次有給休暇を導入したい

　　　　　　　　　　　　　　　　…等
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問い合わせ先　富岡市消費生活センター　富岡市富岡１４３９-１　あい愛プラザ２階　q６３－６０６６

消費生活 Q A&&
＜モバイルデータ通信「よくわからないけどお得だから」はダメ！＞

・耳から入る情報だけで理解するのが難しい契約であり、クーリング・オフの対象外なので、安
易に事業者に返事をしないでください。
・モバイルデータ通信契約は、勧められて受動的に契約するようなサービスではなく、自分の
利用環境や利用目的に合わせて、十分調べてから契約するべきものです。価格だけでなくサー
ビス内容についても検討しましょう。

センターからのアドバイス

Ｑ．自宅に電話があり「無線ＬＡＮにしないか。現在の利用料金より２千円安くなる」と説明された。契約して
いる光回線と関係のある事業者だと思い申込み、クレジットカード番号、携帯電話番号などを伝え、モバ
イルデータ通信の契約をした。よく考えたら必要がないので、やめたいと電話をしたら、解約料がかかる
と言われた。どうすればよいか。

Ａ.不意打ち的に、モバイルデータ通信の契約内容や仕組みを十分理解しないまま、セット販売されている
商品やサービスの値引きを強調した勧誘を受けて契約してしまうケースが増えています。家電量販店
のパソコン売り場でパソコンと無線ＬＡＮのセット販売を勧誘されるケースもあります。契約内容につい
ての説明が不十分だったり、説明と違いつながりにくいなど販売方法に問題がある場合は契約の取り消
しができる場合もあるので、消費生活センターに相談してください。

　公益法人を装った「公益財団法人ハートライフクラブ」は、ＨＩＶ予防薬「カフス」（実際には存在しません。）
の配布支援事業を公的機関や大手民間企業と連携して行っているとして、消費者に「信託受益権」の購入
を勧誘する資料を送付しています。そして、別の事業者が、勧誘資料を受け取った消費者に対し、「代金は
当社が支払うので代わりに申込みをしてほしい。」と持ちかけ代理契約をさせています。
　この偽公益法人は、契約者でないものから入金されたことに関し、「パンフレットを受け取った個人しか
購入することができない。」と独自の契約事項を示し、「契約違反だ。」「刑事告訴する。」などと言って代
金の支払を要求しています。

◎勧誘資料が送付されても、応じないようにしましょう。
◎法人の存在を、国（内閣府）・都道府県公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」で確認す
るなどして、自ら真偽を確認することにより、自分を守りましょう。
◎見知らぬ人から代理契約を持ちかけられても、決して応じないようにしましょう。
◎政府関係機関等をかたって信用させる投資勧誘の手口もあるので、少しでも怪しいと思ったら、消費生
活センターに相談しましょう。
　（富岡市消費生活センター　電話：６３-６０６６）産業振興課　商工観光係（内線３０４）

　消費者庁の調査により不当な勧誘行為が確認されたため、消費者安全法第３８条第１項の規定に基づき
情報を公表し注意を呼びかけます。
事業者の概要　
名　称　公益財団法人ハートフルライフクラブ　住所地　東京都千代田区神田神保町１-７-３１　太田ビル３Ｆ

消費者を困惑させて代金の支払いを迫る公益法人を装った
「公益財団法人ハートライフクラブ」に注意

消費者を困惑させて代金の支払いを迫る公益法人を装った
「公益財団法人ハートライフクラブ」に注意

消費者を困惑させて代金の支払いを迫る公益法人を装った
「公益財団法人ハートライフクラブ」に注意



12

７月２０日（土）から８月１８日（日）にかけて
”夢見る「はーて」”を開催

７月２０日（土）から８月１８日（日）にかけて
”夢見る「はーて」”を開催

　「はーて」とは、昨年度に富岡市で実施された体験交流プログラムのことです。今回は甘楽郡で連携して”と
みおか・かんら体験交流プログラム「はーて」”として地域を拡大して行います。
今回は参加者を親子と子供（小・中学生 ※保育園児・幼稚園児の参加は応相談）に限定して”夏休みに、普段出
来ない体験を通じ、子供たちの心に感動を提供する。”ことを目的として、小中学校の夏休み期間にあわせてプ
ログラムを用意してみました。夏休みの思い出作りに、ぜひご参加ください！
　料金・定員・対象年齢などを掲載したパンフレットは、完成しだい学校を通して町内の小中学生全員に配布予
定です。

◇お申込み受付期間：７月１日～
◇定員：プログラムにより、各１０～１００名程度
■お申込み・お問い合わせ先

「はーて」実行委員会事務局（富岡市観光協会内）

q０２７４-６２-１５１１（内線：１２７６） E-mail:haate@city.tomioka.lg.jp

７月２０日（土） 妙義山の植物を知りたい!!!東雲館中島さんの夢見る妙義山中間道

８月４日（日） 甘楽の山寺宝積寺で夢見る座禅!!!「心に宝を積む寺」宝積寺住職による座禅会

７月２０日（土）
トックドール料理コンテスト優勝の神戸さん（ホテルアミューズ）の地元食材を

使った夢見る料理教室

７月２７日（土） 自然史博物館を楽しく学ぼう!!!バックヤードツアーと夢見る化石のレプリカ作り

８月３日（土）
神津牧場で夢見るバター作り体験!!!標高１０００メートルの高原で動物と触れ合い、

手作りバターを作る

８月３日（土） 本場下仁田で、夢見るこんにゃく手作り体験!!!好きな形にしたこんにゃくをお土産に

８月４日（日）
にほんの里１００選に選ばれている「秋畑那須地区」ちぃじがき蕎麦の里で

夢見る蕎麦打ち体験!!!

８月１０日（土）
上信沿線ゆるキャラが大集合!!!特別列車「夢見るはーて号」がとみおか・かんらを

走り抜ける

８月１１日（日） 黒瀧山で夢見る押忍!!!日本代表のコーチ新井彩可がスピリチュアルスポットで空手教室

８月１７日（土）� 大竹夏紀の”夢見るろうけつ染め教室”親子で楽しくろうけつ染めを

８月１８日（日）�
�灼熱の、夢見る「はーて」グランプリ!!!ワールドジャムレーシングで

オリジナルミニ四駆作りとレース体験

７月２７日（土）
　 ２８日（日）
 ８月３日（土）
　 ４日（日）

�夢見るサファリのサマースクール～群馬サファリパークで動物の飼育体験と
バックヤードツアー～

※８月４日（日）のみ小学校４～６年生（高学年）コース・その他の日は
すべて小学校１～３年生（低学年）コース

■プログラム実施スケジュール■


